
1 設 置 場 所 恵庭市　〇〇〇〇番地(浄化槽を設置する場所の住所)

1　専用住宅　(延床面積　〇〇〇　m
2
)

　　　　　　 (居住部分床面積　〇〇〇 　m2)

2　併用住宅

　　　　　　 (その他床面積　〇〇〇　m
2
)

3 設 備 の 個 数 台所（　〇　）・浴室（　〇　）

4 世帯人員(使用者) 　　　　　〇　　名　忘れずに記入お願いします。

5 新 築 ・ 増 改 築 予 定 新築・増改築(　　〇　年　〇　月頃)・無

浄 化 槽 上 部 利 用

(　)内は構造物名

7 添 付 書 類 敷地図、住宅平面図(有・無)

6 有(　　　　　　　　　　　　　　)・無
　浄化槽上部は利用不可としています。

★　土地所有者、使用者が申請者と異なるか、又は家屋所有者が共有により申請者
　　以外にいる場合は、恵庭市個別排水処理施設に関する事業実施要領に規定する
　　個別処理設置申請同意書（様式第１号）に署名押印が必要です。

記入例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　〇〇　〇〇

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　　〇〇―〇〇〇〇

恵庭市個別排水処理施設に関する条例第４条第１項の規定により、個別処理施設の
設置について、次のとおり申請します。

2 家 屋 の 種 類

　　恵庭市公営企業
　 　恵庭市長　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所　　恵庭市〇〇番地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者

様式第１号（第３条関係）

個 別 処 理 施 設 設 置 申 請 書

　年　　月　　日
申請年月日を記入する。

押印忘れずに。

図面あれば添付願います。

無い場合は現地調査時に

聞き取り調査します。



第1号様式

　　申　　　請　　　者

　　個別処理施設設置箇所

住所　恵庭市〇〇〇〇番地
氏名　〇〇　〇〇　　 　印

住所　恵庭市〇〇〇〇番地
氏名　〇〇　〇〇　　 　印

住所
氏名　　　　　　　 　　印

住所
氏名　　　　　　　　 　印

 3．個別処理施設使用料

　　　　　　　 (条例第12条)
住所　恵庭市〇〇〇〇番地
氏名　〇〇　〇〇　　 　印

 4．個別処理施設整備事業
　　受益者分担金

　　　　　　　　　　　(条例第16条) 住所　恵庭市〇〇〇〇番地
氏名　〇〇　〇〇　　 　印
〔分割納入予定・一括前納予定〕

日付の記入お願います。　　年　　月　　日提出
記入例

　申請した、個別処理施設の使用に係る使用料を納入しま
す。

〇〇年〇〇月〇〇日

　　　使用者

　申請した、個別処理施設の設置に係る受益者分担金を納
入します。

〇〇年〇〇月〇〇日

　　　受益者

 2．家屋所有者(申請者以外)
　個別処理施設の設置に同意します。

〇〇年〇〇月〇〇日

　家屋所有者

　家屋所有者

　家屋所有者

個別処理施設設置申請同意書

〇〇　〇〇

恵庭市　　〇〇〇〇番地

 1．土地所有者 　個別処理施設設置に係る土地を市が無償で使用すること
に同意します。

〇〇年〇〇月〇〇日

　土地所有者

浄化槽設置個所の土地所有者

の記入をお願いします。
押印忘れずに。

押印忘れずに。

押印忘れずに。

押印忘れずに。

家屋を共有名義で所有している

場合、共有者全員の記入をお願いします。

浄化槽の使用料を支払う方の

記入をお願いします。

工事費の1割分の分担金を支払う

方の記入をお願いします。

また、分割・一括のどちらかに〇を

付けてください。



　本日、個別排水処理施設（合併浄化槽）設置申請にあたり、事業内容につい

  ての説明を受け、下記について確認いたしました。

 　　年　 　月　 　日

住　所 恵庭市〇〇〇〇番地

申請者

氏　名　　　　　　　　　 

１．浄化槽の設置工事は、市が行います。

２．浄化槽設置時の費用（分担金）は工事費の10％で、工事の内容により異な

　　ります。

　　概算額　5人槽の場合　約14万円～16万円

　　　　　　7人槽の場合　約17万円～19万円

　　　　　 10人槽の場合　約21万円～24万円　

　　　　　　※なお、冬期間施工の場合は、養生費等により5万円程度増となります。

３．合併浄化槽使用料は下水道料金と同額で、1か月分として基本料金8 まで

　　885円（税抜き）、超過１ につき108円(税抜き)です。2か月分まとめて納

　　付して頂きます。

４．浄化槽を設置する場所は、市に無償で貸して頂きます。

５．浄化槽の大きさは、建築延べ床面積及び居住人数等により決定します。

　　（新築で延べ床面積が130㎡以下の場合は5人槽、130㎡以上の場合は7人槽

　　となります。ただし、台所が2か所以上でかつ、浴室が2か所以上の場合は

　　10人槽となります。）

６．浄化槽からの放流先は、申請者で確保して頂きます。

　（側溝、排水路、雨水管、地下浸透施設等。）

７．浄化槽から放流先までの放流管工事は、8ｍ以内となります。

　（8ｍを超える分は、申請者の全額負担となります。）

８．浄化槽用送風機の電源（家庭用100Ｖコンセント）を申請者負担で外部に設

　　置して頂きます。送風機の電気使用料は申請者負担となります。

９．工事によって発生した残土は、申請者の敷地内で処理させて頂きます。

10．工事のため通路の確保や障害物（立木・工作物）があった場合は申請者負　　　

　　担で撤去して頂きます。

11．浄化槽から家屋の排水設備までの排水管については、申請者負担で施工し

　　て頂きます。

12．浄化槽の維持管理については、市が実施します。

　　浄化槽法定点検（浄化槽協会）　　年1回

　　浄化槽保守点検（市の委託業者）　法定点検　　　　　年3回

　　　　　　　　　　　　　　　　　　巡回点検　　　　　年1回

　　　　　　　　　　　　　　　　　　清掃及び汲み取り　年1回

13．浄化槽以外の排水管及び放流先の維持管理については、申請者で行って頂

　　きます。

確　認　書

記

記入例
日付の記入お願いします。

〇〇 〇〇

押印忘れずに。



恵庭市公営企業

　恵庭市長 原田　裕　様

申出者

住　所 恵庭市〇〇〇〇番地

氏　名 〇〇　〇〇

　個別排水処理施設整備の実施にあたり、設置の条件で、浄化槽から

の放流先は申請者により確保することになっておりますが、当該地に

ついては側溝や排水路が無いため、下記により対応いたします。

　１．浸透施設の施工について

　 （1）施工方法等

　　　① 浸透桝及びトレンチによる浸透施設とする。

　　　② 地下浸透放流設備等概要書（別記様式第3号）を提出する。

　　　③ 浸透施設の設置費用は申請者が負担する。

      ④ 浸透施設の維持管理については、定期的に清掃を行ない、

　       浸透機能の維持に努める。

個別排水処理施設の設置に伴う申出書

　 年 　月　 日

記入例
※排水先が無く、浸透桝等の浸透施設を設置する場合に記入下さい。

日付の記入お願いします。

押印忘れずに。


